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平成10年度フロン処理依頼量 約２３ｔ

 

 平成１０年度の回収フロン処理システム事業は、８月より破壊処理先が変更され、新シ

ステムに移行したものの、会員の皆様には従前以上にご利用いただき、処理依頼量は２０

ｔを超え、２２．５ｔとなりました。 

平成１０年度回収フロン処理依頼状況（単位：ｋｇ） 

 フロン１１ フロン１２ フロン２２ フロン５０２ フロン１３４ａ 計 

４月 2,577.8 798.9 365.7 10.4 0.0 3,752.8

５月 2,571.1 710.8 325.1 0.0 0.0 3,607.0

６月 0.0 833.9 84.3 0.0 0.0 918.2

７月 0.0 1,665.5 377.3 0.0 0.0 2,042.8

８月 * 840.2 236.8 0.0 0.0 1,077.0

９月 * 1,115.7 74.5 0.0 0.0 1,190.2

10月 * 1,859.0 157.9 0.0 0.0 2,016.9

11月 * 987.1 507.5 0.0 0.0 1,494.6

12月 * 1,268.5 316.0 0.0 15.7 1,600.2

１月 * 1,203.9 234.6 0.0 0.0 1,438.5

２月 * 865.0 101.4 0.0 0.0 966.4

３月 * 1,659.4 746.9 11.0 20.9 2,438.2

計 5,148.9 13,807.9 3,528.0 21.4 36.6 22,542.8



 平成９年度の実績が約１６．８ｔ、平成８年度が４．４ｔであり、年々フロン回収に取

組んでいただいていることがわかります。 

 また、平成１０年度からは、当推進協議会では液状フロン（ＣＦＣ１１、ＣＦＣ１１３）

の取扱いができなくなりご迷惑をおかけしております。残念ながら、まだしばらくは取り

扱うことができません。 

 ＣＦＣ１１については、破壊処理施設をご紹介しますので、事務局までお問い合わせく

ださい。 

 最後になりましたが、会員の皆様方にはフロン回収・処理にご協力、ご支援をいただき

ありがとうございました。 

 引き続き、平成１１年度もフロン回収にご理解、ご協力をお願いします。 

 

 

平成１０年度及び平成９年度の回収フロン処理依頼量の推移 
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   ※ 平成１０年８月からは、ＩＣＩ帝人フロロケミカルにて処理 



平成９年度フロン回収状況実態調査結果

 

 平成１０年度も、兵庫県から委託を受け、平成９年度のフロン回収状況について調査を

実施しましたので、その概要について紹介します。 

 今回は県下各市町、一部事務組合担当部局だけでなく、カーエアコン、業務用低温機器、

高圧ガス、家電製品等の各関係団体にもご協力いただきました。ありがとうございました。 

 

１．県条例（環境の保全と創造に関する条例）の認知度 

業  界 認知度 

自動車ディーラー １００％（８２％）

カーエアコン関係 ９８％（６２％）

業務用低温機器関係 ９８％（７１％）

家電製品販売関係 ９２％（５８％）

自動販売機関係 １００％（８０％）

※ （ ）内はうち「よく知っている」ものの割合 

 全体的には、アンケートの回答率の低さや有効回答の少なさから判断すると、まだまだ県

条例の認知度は低いものと思われる。 

 

２．フロン回収状況 

（１）フロン回収の割合 

業  界 回収実施率 

自動車ディーラー ７０％（２４％）

カーエアコン関係 ７５％（１３％）

業務用低温機器関係 ５８％（１６％）

家電製品販売関係 ４８％（ ９％）

自動販売機関係 ６３％（２５％）

市町及び一部事務組合 ８４％（１２％）



※ （ ）内は今後自社回収予定のものの割合 

 家電製品販売店については、アンケートの回答率は比較的高いものの、特にフロン

回収の実施率が低い。 
 また、カーエアコン（自動車ディーラーを含む）や業務用低温機器では、平成１０

年度に、独自にフロンの破壊処理システムを稼動させるため、今後はフロン回収、処

理が進むものと思われる。 
 市町等については、清掃工場での廃家電品のフロン回収・処理は、他の業界に比べ

れば進んでいるものの、公用車や庁舎内のフロン回収については、あまり実施されていな

かった。 

 

（２）フロン回収装置 

業  界 回収装置保有率 業者委託率 

自動車ディーラー ４０．５％ ３７．８％ 

カーエアコン関係 ５３．１％ ２３．７％ 

業務用低温機器関係 ２５．１％ ３５．２％ 

家電製品販売関係  ２．３％ ４５．３％ 

自動販売機関係 １８．８％ ５０．１％ 

市町及び一部事務組合 ７０．４％ １３．２％ 

 回収装置を保有していない場合は、通常、処理業者にフロン回収を委託すると考え

られるが、回収装置保有率も業者委託率も低い場合はフロン回収が進んでいないと考

えられる。 

 

（３）フロン回収記録 

業  界 回収記録を

つけている

ときどきつ

けている 

つけていな

い 

有効回答数

自動車ディーラー １１  ２   ２  １５ 

カーエアコン関係 １７ １３ １１３ １４３ 

業務用低温機器関係 １２  ８   ７  ２７ 

 フロンの回収記録については、ほとんどなされていない。対象機器の取扱量、フロ

ンの回収量等数値が書いていないものがほとんどであった。 

（４）フロン回収費用 



 回収費用の徴収率は、業務用低温機器関係が約８１％であるが、他は１６～３３％

程度と低かった。 

業  界 徴収率 平均徴収費用 

自動車ディーラー ３３％（１７％）  ３，５００円／１台 

カーエアコン関係 ３１％（１２％）  ２，２００円／１台 

業務用低温機器関係 ８１％（３９％） １４，０００円／１台 

市町及び一部事務組合 １６％（ ４％）  １，０００円／１台 

※ （ ）内は廃棄費用と別に徴収する割合 

 

３．回収フロンの処理 

業  界 破壊 再生 再利用 

自動車ディーラー  ２８％ ２２％ ５０％ 

カーエアコン関係   ７％ １８％ ７４％ 

業務用低温機器関係  ３４％ １３％ ５３％ 

市町及び一部事務組合 １００％  ０％  ０％ 

※ カーエアコン関係業界では、わずかに転売しているものがある 

 回収後のフロンの処理方法は、市町では１００％破壊処理されているが、他の業界では再利

用（実態については不明）されている場合が多い。 

 業者委託している場合は、ほとんどが破壊処理されていると思われるが、当推進協議会の回

収フロン処理システム以外で処理をしているのか、該当者が少なく、実態については把握でき

なかった。 

 

４．総括 

 フロンの回収についてはまだまだ不十分な点があり、回収記録がないため、フロンの回収状

況や回収後のフロンの処理についても曖昧なものが多い。 

 今後は、フロンを自社で回収する場合はフロンの回収記録を徹底し、他の事業者に委託する

場合は契約内容に「処理後の報告の義務付け」を明確にする等、確実なフロン回収・処理に努

め、回収量を把握しておく必要がある。 

 また、再利用の状況、再生処理及び破壊処理の状況等についても詳しく調査を行い、回収

後の処理状況（フロン回収を業者委託する場合も含む）の実態も把握する必要がある。 

 さらに、産業廃棄物処理業界については、早急に実態を解明する必要がある。 



フロン回収装置＆ボンベ リース情報

 

１． フロン回収装置 

（１）回収装置リース状況 （平成１１年４月１日現在） 

リース先 リース台数 うち据置型 うち車載型 備   考 

自動車解体処理事業者 

冷凍空調工事業者 

廃棄物処理業者 

１１台

６台

２２台

１１台

６台

２１台

０台

０台

１台

  

計 ３９台 ３９台 １台  

 

（２）リース可能回収装置 

 ２台ありますが、すでに募集を締め切っており（募集期間は４／２３まで）、現在

選考中。 

 

（３）リースに関する注意事項 

①  リース料金には、修理、メンテナンス費用は含みません（使用者負担になります）。

②  リースされた回収装置の搬送費用は、リース会員の負担となります。 

③  リース期間は、お申込みから６ヶ月以上で、最大平成１２年３月末日までとなり

ます。それ以降もリースを希望する場合は継続申請することができます。 

④  回収装置のリースが決定された場合、リース期間内に当推進協議会の「回収フロ

ン処理システム」を利用して、フロンの破壊処理をしてください。 

⑤  年２回、フロンの回収状況の報告をお願いしますので、フロンの回収量、破壊処

理量は把握しておいてください。 

⑥  ④または⑤ができない場合は、リース期間満了後、継続してリースをする事が出

来ません。 

 



２．フロン回収用ボンベ 

ボンベリースおよび在庫状況 （平成１１年４月６日現在） 

区分 回収装置メーカー 容量 フロン名 リース累計 在庫本数 備  考 

専用 

中島自動車電装 

中島自動車電装 

ジャテック 

マツダ産業 

日立オートシステムズ 

トキメック 

20kg

20kg

20kg

20kg

10kg

20kg

１２ 

２２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

３５本

１７本

５本

０本

０本

１本

５本 

５本 

０本 

１本 

０本 

０本 

回収装置の専用

ボンベ 

汎用  

10kg

10kg

20kg

20kg

20kg

１２ 

２２ 

１２ 

２２ 

５０２

０本

１本

８３本

７６本

３本

０本 

０本 

４３本 

２３本 

４８本 

サイフォン付き、

２口ボンベ 

計 ２２１本 １２５本   

※ 汎用ボンベとは、一般に使われているボンベのことで、お持ちの回収装置に合うと

は限りません。もしもリースしたボンベが回収装置に接続できなかった場合は、取引の

ある高圧ガス取り扱い業者にご相談ください。 

ボンベを返却する際には名前を消してください！ 

 リースしたボンベには、貴社の名前を記載していただき、使用していただいていること

と思います。 

 しかし、リース期間が満了し、ボンベを返却する際には必ず貴社の名前を消してくださ

い。返却後、別の会員にリースしますので、確実に消すようにしてください。 

 あまりにもひどい場合は、ボンベを弁償していただく場合があります。 

 

フロンの過充填をしないでください！ 

 ボンベにガスを充填する際には、過充填をしないでください。 

 これから夏に向けて暑くなってきますので、ボンベ内のガスが膨張します。このため、過

充填したボンベは破裂する恐れがあります。 

 処理システム上で、過充填による破裂が起こり、それが事故につながった場合は、過充

填をした処理依頼者が責任を問われます。 



「フロン回収事業者名簿」第６版作成予定

掲載希望の会員はご連絡ください 

 

 当協議会会員のうち、一般事業者または消費者に対し、有償でフロン回収をしてくれる

事業者の名簿である「フロン回収事業者名簿」の第６版を、通常総会までに作成する予定

です。 

 これに伴い、新たに登載を希望される会員の方は、①事業者名、②所在地、③ＴＥＬお

よびＦＡＸ、④担当者氏名、⑤業種（冷凍空調、家電処分、カーエアコン、その他のいず

れかをご記入ください）、⑥対象機器、⑦取扱うフロンの種類、をご記入いただき、平成

１１年５月２０日（必着）までにＦＡＸにてご連絡していただくようお願いします。間に

合わなかった場合は、第６版には登載できないのでご注意ください。 

 

事務局だより 

 このたび兵庫県環境局では、４月１日付けをもって、次のとおり人事異動がありました。

環境局長（常務理事） （旧）前 田 啓 一 郎 → （新）小 林 悦 夫 

大気課長（事務局長） （旧）中 嶋 國 勝 → （新）真 継   博 

大気課課長補佐兼管理

係長（事務局次長） 
  → （新）新 城 正 雄 

大気課課長補佐兼地球

環境係長 
 矢 内 健 太 郎 → 矢 内 健 太 郎（変更なし）

大気課地球環境係員  森 本 佳 宏 → 森 本 佳 宏（変更なし）

同   前 田 健 二 → 前 田 健 二（変更なし）

同 （旧）小 嶋 壽 明 → （新）井 上 直 子 

日々雇用職員 （旧）田 中 園 江 → （新）村 上 雪 絵 

 旧メンバーにおきましては、会員の皆様方には大変ご協力、ご支援をいただき厚く御礼

申し上げますとともに、新メンバーについても今後ともよろしくお願いします。 

兵庫県フロン回収・処理推進協議会  

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５－１０－１（兵庫県生活文化部環境局大気課内）

ＴＥＬ（０７８）３６２－３２８４ ＦＡＸ（０７８）３６２－３９６６ 

http://www.bekkoame.or.jp/ro/fron 

 


